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水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）と水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）と
水道施設管理業務評価マニュアル（案）について水道施設管理業務評価マニュアル（案）について

公益社団法人 日本水道協会
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（１） 運営基盤の脆弱性

（２） 水需要の低迷による影響
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（１） 運営基盤の脆弱性
① 経営規模状況
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② 職員の高年齢化（熟練職員の大量退職）
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水需要・給水収益の推移（上水道事業）
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③ 水需要の低迷（料金収入の減少）
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１） 事業経営への影響

○ 料金改訂（赤字経営）

○ 施設更新等の設備投資

２） 施設管理への影響

○ 水質管理（停滞水）

○○ 余剰施設への対応余剰施設への対応

○○ 漏水等の頻発（整備の遅れによる）漏水等の頻発（整備の遅れによる）

（２） 水需要の低迷による影響

88

水道技術者の不足

設備の老朽化

水道財政の逼迫

一部委託と直営の混在

直営体制の維持困難

水道施設の運転管理・保全管理の現状

99

新水道ビジョン新水道ビジョンの公表の公表

３つの視点３つの視点

持続：水道サービスの持続性確保持続：水道サービスの持続性確保

安全：安全な水の供給保証安全：安全な水の供給保証

強靱：危機管理対応の徹底強靱：危機管理対応の徹底

平成２５年３月２９日健康局長通知

1010

持続：水道サービスの持続性確保持続：水道サービスの持続性確保

関係者間の連携方策

【官民連携の推進】

・地方公共団体が経営する水道事業の人
員やノウハウなど、公共側が持つ能力に応
じ、弱点を補填できるＰＰＰの活用

・ＰＦＩや第三者委託をはじめ、それぞれの
水道事業の特色に見合った方式の検討

＊ＰＰＰ：Ｐｕｂｌｉｃ ｐｒｉｖａｔｅ ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ

＊ＰＦＩ：Private Finance Initiative 
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公民連携による法的第三者委託

受託事業者の技術力、事業の継続性、危機管理、
責任分担、職員の技術力低下、適正な事業評価
ができない等

不安要因

1212

事業の継続性と適正な費用負担

事業内容の適正評価と透明性の確保

水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）

（契約書、要求水準書、性能仕様書）

水道施設管理業務評価マニュアル（案）

（総合評価＝月間、業務、提案、罰則、優秀）
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１．委託者と受託者の対等な関係の確立１．委託者と受託者の対等な関係の確立
２．持続可能な公衆衛生水道の実現２．持続可能な公衆衛生水道の実現
３．相互連携による水道施設の運転と効率性３．相互連携による水道施設の運転と効率性
の向上の向上

４．事業運営の質の改善と透明性の確保４．事業運営の質の改善と透明性の確保
５．負担費用の公平かつ公正な負担５．負担費用の公平かつ公正な負担
６．水道技術者育成と技術の継承６．水道技術者育成と技術の継承
７．地域雇用への貢献７．地域雇用への貢献

目的目的

第三者委託積算要領（案）と業務評価マニュアル（案）

水道施設管理業務水道施設管理業務
第三者委託積算要領（案）第三者委託積算要領（案）

－浄水場等運転・保全管理業務編－－浄水場等運転・保全管理業務編－

1515

業務委託積算要領検討委員会業務委託積算要領検討委員会

平成平成2020年年77月に設置月に設置

事業の継続性と適正な費用負担のあり方
４事業体委員と厚労省アドバイザーにより構成し、２部会（土木、設備）を設けて作業４事業体委員と厚労省アドバイザーにより構成し、２部会（土木、設備）を設けて作業
設備部会は６事業体の委員により構成設備部会は６事業体の委員により構成
水道施設維持管理業務の積算に関する調査･検討水道施設維持管理業務の積算に関する調査･検討

平成２２年３月に水道施設維持管理等業務委託積算要領案平成２２年３月に水道施設維持管理等業務委託積算要領案
（（ーー浄水場等運転管理業務編浄水場等運転管理業務編ーー ））
中小規模水道事業体における浄水場等水道施設の運転監視業務、保守中小規模水道事業体における浄水場等水道施設の運転監視業務、保守
点検業務などを点検業務などを、、水道法上の責任を負う水道事業者等の監督、指示のも水道法上の責任を負う水道事業者等の監督、指示のも

とでの、私法上の契約・役務提供型の委託を対象としてとでの、私法上の契約・役務提供型の委託を対象として、、民間企業等に委民間企業等に委

託するうえでの標準的な積算要領託するうえでの標準的な積算要領

平成２５年３月に水道施設管理業務第三者委託積算要領案平成２５年３月に水道施設管理業務第三者委託積算要領案
（（ーー浄水場等運転・保全管理業務編浄水場等運転・保全管理業務編ーー ））
中小規模水道事業体における浄水場等水道施設の運転中小規模水道事業体における浄水場等水道施設の運転操作操作監視業務、監視業務、
保全管理保全管理業務など業務などの技術上の業務の技術上の業務をを、水道法に基づき、水道法に基づき民間企業等民間企業等の第の第

三者三者にに包括的包括的委託するうえでの標準的な積算要領委託するうえでの標準的な積算要領 1616

・水道事業体職員が行っていた運転管理・・水道事業体職員が行っていた運転管理・保全管理保全管理業務業務のの

第三者業務委託第三者業務委託を積算要領としてまとめた。を積算要領としてまとめた。

・・浄水能力浄水能力5050,,000000ｍｍ33／日程度以下の「／日程度以下の「性能性能発注」が対象。発注」が対象。

・技術に係わる水道法上の・技術に係わる水道法上の責任は、受託者にある責任は、受託者にある。。

・積算体系及び・積算体系及び経費率等は経費率等は、、仕様発注による仕様発注による一部業務委託の一部業務委託の

「水道施設維持管理「水道施設維持管理等業務委託等業務委託積算要領積算要領案案」（水道協会）を」（水道協会）を

参考にした。参考にした。

・・専門業者に委託専門業者に委託する業務も体系に取り込んだ。する業務も体系に取り込んだ。

・・物品調達費物品調達費も取り込んだ。も取り込んだ。

・保守点検業務・保守点検業務((日常点検・定期点検）の標準点検時間は日常点検・定期点検）の標準点検時間は

水道事業体のアンケート結果を基に算出した。水道事業体のアンケート結果を基に算出した。

・基準労務単価は、建築保全業務の「保全技師補」を使用した。・基準労務単価は、建築保全業務の「保全技師補」を使用した。

概要

1717

第三者委託積算要領の構成第三者委託積算要領の構成

第１章第１章 一般事項一般事項

第２章第２章 第三者業務委託費の構成と各費用の積算第三者業務委託費の構成と各費用の積算

第３章第３章 標準歩掛り標準歩掛り

第４章第４章 水道施設管理業務委託契約書（例）水道施設管理業務委託契約書（例）

第５章第５章 水道施設管理業務委託要求水準書（例）水道施設管理業務委託要求水準書（例）

第６章第６章 水道施設管理業務委託性能仕様書（例）水道施設管理業務委託性能仕様書（例）

第７章第７章 参考資料（積算例）参考資料（積算例）

1818

第第11章章 一一 般般 事事 項項
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浄水場、ポンプ場等の運転管理業務浄水場、ポンプ場等の運転管理業務・保全管理業務等・保全管理業務等を「を「性能性能
発注」により民間等発注」により民間等の第三者に法的責任を伴う包括の第三者に法的責任を伴う包括委託する場委託する場
合に適用する合に適用する。。

(1)(1)水道法上の責任：原則的に水道法上の責任：原則的に受託者受託者（事業（事業者者）にある。）にある。
(2)(2)委託者（水道事業体）と受託者の業務分担委託者（水道事業体）と受託者の業務分担

受託受託業務は業務は受託者自ら創意工夫により受託者自ら創意工夫により実施する。実施する。
事故発生時、受託者は初期対応を行い、水道施設の継続運事故発生時、受託者は初期対応を行い、水道施設の継続運
転に努める。転に努める。
(3)(3)履行期間終了に伴う業務引き継ぎ履行期間終了に伴う業務引き継ぎ
受託者は業務終了時、又は契約が解除された時は、委託者受託者は業務終了時、又は契約が解除された時は、委託者
が指定する者に対象施設・設備の運転管理に係わる業務を引が指定する者に対象施設・設備の運転管理に係わる業務を引
き継ぐ。き継ぐ。

適用範囲

適用にあたっての留意事項適用にあたっての留意事項

2020

・浄水能力：５０・浄水能力：５０,,０００ｍ０００ｍ３３／日程度以下の水道施設／日程度以下の水道施設
1)1)取水施設取水施設
2)2)沈砂池施設沈砂池施設
3)3)浄水処理施設浄水処理施設
4)4)排水処理施設排水処理施設
5)5)送・配水施設（ポンプ場、配水池等）送・配水施設（ポンプ場、配水池等）

1)1)水道技術管理業務水道技術管理業務
22））運転運転操作操作監視業務監視業務
33))保全管理保全管理業務業務
44))その他その他技術技術業務業務
55）事務業務）事務業務

対象施設

対象業務

2121

・水道法第・水道法第2424条の３第条の３第66項に規定する業務項に規定する業務

・受託水道業務技術管理者の責任と業務・受託水道業務技術管理者の責任と業務
・受託業務の範囲内における責任者・受託業務の範囲内における責任者

・・主に監視室における業務主に監視室における業務
水量管理、水質管理、設備の運転操作管理水量管理、水質管理、設備の運転操作管理

・異常時の初期対応・異常時の初期対応
・運転操作管理に必要な巡回及び水質検査・運転操作管理に必要な巡回及び水質検査

・日常点検・日常点検
・定期点検・定期点検
・設備の故障・不良・破損の修繕・設備の故障・不良・破損の修繕

水道技術管理業務

運転操作監視業務

保全管理業務

2222

・専門事業者に外部委託する業務・専門事業者に外部委託する業務

委託設計書の作成・工程調整・管理・立会委託設計書の作成・工程調整・管理・立会

・緊急時の対応業務・緊急時の対応業務

・調達薬品の受け入れ業務・調達薬品の受け入れ業務

・その他技術的に必要な業務・その他技術的に必要な業務

・物品の調達及び管理・物品の調達及び管理

浄水処理用薬品・試験用薬品・通信・電力・燃料など浄水処理用薬品・試験用薬品・通信・電力・燃料など

・消耗品・備品などの調達及び管理・消耗品・備品などの調達及び管理

・専門事業者に外部委託する発注業務・専門事業者に外部委託する発注業務

・各種月間及び年間計画の作成・各種月間及び年間計画の作成

・その他業務上必要な事務的業務・その他業務上必要な事務的業務

事務業務

その他技術業務

2323

業務委託にあたって労働法上の留意点業務委託にあたって労働法上の留意点

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区
分に関する基準（昭和分に関する基準（昭和6161年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第3737
条）」等を踏まえ、委託者・受託者双方の責任者を条）」等を踏まえ、委託者・受託者双方の責任者を
明確にして、受託労働者への指示は受託側責任者明確にして、受託労働者への指示は受託側責任者
が行うなど、適正な受・委託の関係を構築する。が行うなど、適正な受・委託の関係を構築する。

2424

第第22章章 第三者業務委託の構成第三者業務委託の構成

と各費用の積算と各費用の積算
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業務委託費の構成

業務委託費

業務価格

(７)消費税等相当額

業務原価

(5)諸経費

(1)直接業務費

(2)直接経費

(3)技術経費

(4)間接業務費

(6)外注委託費（経費含む）

2626

直接業務費の構成

（１）直接業務費

①水道技術管理業務費

③保全管理業務費

④その他技術業務費

⑤事務業務費

②運転操作監視業務費

2727

（１）直接業務費

①① 水道技術管理業務費水道技術管理業務費

水道法第水道法第2424条条33第第66項に規定する、水道事項に規定する、水道事
業における技術上の業務を委託された業務業における技術上の業務を委託された業務
範囲内において、法第範囲内において、法第1313条第条第11項・第項・第22項、法項、法
第第1717条、法第条、法第2020条、法第条、法第2121条、法第条、法第2222条、条、
法第法第2323条第条第11項、法第項、法第3636条第条第22項並びに法第項並びに法第
3939条の規定（罰則を含む）を業務として行う受条の規定（罰則を含む）を業務として行う受
託水道業務技術管理者の責任と業務に要す託水道業務技術管理者の責任と業務に要す
る労務費。る労務費。

2828

受託水道業務技術管理者に適用される水道法の規定

報告の徴収及び立入検査（罰則含む）法第39条

改善の指示等（厚生労働大臣の勧告）法第36条第2項

給水の緊急停止法第23条第1項

衛生上の措置法第22条

健康診断法第21条

水質検査法第20条

給水装置の検査法第17条

給水開始前の届出及び検査法第13条第1項・第2項

業務名条項

2929

② 運転操作監視業務費

浄水場、ポンプ場等の設備を適正に運転するために

常駐して行う、以下の作業に必要な労務費用。

ア 監視室等における監視、運転操作、記録、

故障対応、緊急時の対応業務

（建設工事、修繕工事、点検作業に伴う機器・設備の切り替え及

びその他の対応運転等を含む）

イ 水質異常、地震、風水害、その他の災害に係

る緊急時の初期対応
（監視室内での運転操作、委託者への連絡等）

ウ 業務の確実な継続の確保と情報の共有
（引継ぎ）

3030

エ 水質検査（毎日検査、ジャーテスト）

※ 水質検査業務は運転監視に必要な水質検査とする。
水道法上の水質検査業務を含む場合は、「水質検査・管理
業務等委託積算要領 平成２３年１２月 日本水道協会」に
より積算して、外注委託費として計上する。

オ 日誌、日報、月報、年報の整理、運転記録の整理、
議事録、文書等の作成
カ 作業要領、操作マニュアル、手順書等の作成及び
見直し
キ 門扉の開閉・施錠、ITV設備による対象施設構内
の監視
ク 備品・物品（支給品、貸与品）の管理
ケ その他業務実施に必要な事務
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3131

③③ 保全管理業務費保全管理業務費
浄水場、ポンプ場等設備の正常な運転を確保す浄水場、ポンプ場等設備の正常な運転を確保す
るるために行う、以下の作業に必要な労務費用。ために行う、以下の作業に必要な労務費用。

アア 日常点検日常点検
運転状態において、機器及び設備の異常の有運転状態において、機器及び設備の異常の有
無、徴候を見つけるため、原則として毎日行う点無、徴候を見つけるため、原則として毎日行う点

検。主として目視、触感及び確認による点検、簡検。主として目視、触感及び確認による点検、簡
易な補修及び調整、並びに清掃、記録等の作業。易な補修及び調整、並びに清掃、記録等の作業。

イイ 定期点検定期点検
機器及び設備の機能維持のため、１週、機器及び設備の機能維持のため、１週、11ヶ月、ヶ月、

半年、１年等の期間を定めて行う点検。主として、半年、１年等の期間を定めて行う点検。主として、

測定、調整、オイル交換、給脂、分解清掃、簡易測定、調整、オイル交換、給脂、分解清掃、簡易
な補修及び記録等の作業。な補修及び記録等の作業。

3232

ウウ 建築設備保守点検・整備建築設備保守点検・整備

浄水処理施設、ポンプ施設、排水処理浄水処理施設、ポンプ施設、排水処理
施設、管理棟等の建築設備について、そ施設、管理棟等の建築設備について、そ
の機能を良好に保つように保守点検・整の機能を良好に保つように保守点検・整
備を行う。備を行う。

エエ 補修業務補修業務
突発的に生じた設備等の故障、不良、突発的に生じた設備等の故障、不良、

破損等が生じた場合は、速やかに取替を破損等が生じた場合は、速やかに取替を
含む補修を行う。含む補修を行う。
・簡易な修繕：保守点検等で発見した、費用が発生しな
い現場で修理可能な修繕
・小修繕：定めた金額内で修理可能な修繕
・修繕：委託者の費用による修繕

3333

④ その他技術業務費

運転操作監視・保全管理及びその他の業務を適

正に行うための技術的な業務で、以下の作業等に

必要な労務費用であり、必要に応じて計上する。

ア 委託者が別に発注する点検等の工程調整、

立会などの業務

（点検等を行うに必要な点検前及び後作業を含む）

イ 受託者自らが専門事業者へ発注する点検等の設計

図書の作成業務及び工程調整、立会などの業務

（専門業者への外注委託を行う場合は必ず計上する）

3434

ウ 緊急時の対応（応援要員による現場作業、
緊急時の待機、清掃、後作業などを含む全
般業務）
エ 薬品等の受入れ業務（浄水場、ポンプ場、
給水所等における消毒剤等の薬品受入れ立
会）
オ 作業要領、操作マニュアル、手順書等の
作成及び見直し
カ 物品調達の資料作成
キ その他必要な業務

3535

⑤ 事務業務費
庶務一般業務に係わる以下の作業に
必要な労務費。

ア 委託者との業務打ち合わせ、報告。
イ 物品（テレメータ、インターネットプロバ
イダ、電話等の通信費、薬品、電力、燃料
等）の調達及び管理
ウ 消耗品・備品等の調達及び管理
エ 年間計画書・月間計画書の作成
オ 日誌、日報、月報、年報の整理、運転記
録の整理、文書等の作成、整理等の作業。
カ 施設内の日常的な清掃、整理、整頓等
の簡易な作業。
キ 専門事業者への委託発注・契約業務。

3636

直接業務費の算定直接業務費の算定

第3章 「標準歩掛り」により算定する。
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3737

直接経費の積算

受託者が専ら使用する備品及び業務履行に必要受託者が専ら使用する備品及び業務履行に必要
な消耗品等の費用であり、以下により算定する。な消耗品等の費用であり、以下により算定する。

直接経費＝直接業務費直接経費＝直接業務費××直接経費率＋積上げ積算直接経費率＋積上げ積算

直接経費率＝４．０％直接経費率＝４．０％

（２）直接経費

3838

率計上に含まれる直接経費の内訳

①潤滑油類（補修用オイル、グリース）
②燃料費（作業用、車両用）
③塗装費（軽微な部分補修用塗料）
④報告・記録作成費
⑤一般汎用什器、備品及び消耗品

整備用品（掃除用具、洗浄剤、
ウエス）、汎用の補修材料（ボ
ルト、ナット、パッキン、ヒュー
ズ、ランプ等）、衛生用品（石鹸、
消毒液、救急用品）、その他

連絡用自動車、自転車、事務
机、書棚類、各種収納庫、電
話機、複写機、携帯電話、
パーソナルコンピュータ、プリ
ンタ、洗濯機、被服、履物類、
茶器、寝具類、点検等に使用
する汎用工具類等

消耗品什器・備品

技術経費の積算

技術経費

①運転技術費

②技術維持向上費

技術経費の構成

①運転技術費
水道施設の最適な運転を行うための技術的経費で、浄水技術の難易度に
対して設定する。（１０～２０％）
② 技術維持向上費
有資格者の配置体制に対応するもので、内容は教育訓練、技術者育成、
有資格者確保の費用。（１～５％）

業務に係わる技術能力の向上及び技術水準の確保に要する費用

4040

技術経費＝（水道技術管理業務費＋運転操作監視業務費技術経費＝（水道技術管理業務費＋運転操作監視業務費

＋保全管理業務費＋その他技術業務費＋＋保全管理業務費＋その他技術業務費＋

事務業務費）事務業務費）

××技術経費率技術経費率

技術経費率＝運転技術費に係わる率（技術経費率＝運転技術費に係わる率（1010～～2020％）％）
＋技術維持向上費に係わる率（＋技術維持向上費に係わる率（11～～55％）％）

技術経費の算定技術経費の算定

11％以下％以下
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、電気工事士、特定化酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、電気工事士、特定化

学物質作業主任者、危険物取扱者、ボイラー技士、玉掛技学物質作業主任者、危険物取扱者、ボイラー技士、玉掛技

能者等能者等

22％％電気主任技術者電気主任技術者

11％％水道浄水施設管理技士水道浄水施設管理技士33級級

22％％水道浄水施設管理技士水道浄水施設管理技士22級級

33％％技術士（上下水道部門）又は水道浄水施設管理技士技術士（上下水道部門）又は水道浄水施設管理技士11級級

経費率経費率項項 目目

技術維持向上費に係る率

運転技術費に係る率

1010％％
・井戸水や伏流水など水源とし、除鉄・除マンガン・井戸水や伏流水など水源とし、除鉄・除マンガン設備設備、脱、脱
酸設備等による浄水処理方式・井戸水等を水源とし、消毒酸設備等による浄水処理方式・井戸水等を水源とし、消毒

のみの浄水処理方式のみの浄水処理方式

1515％％
・凝集沈澱ろ過方式・凝集沈澱ろ過方式

・取水、配水施設が多いなど、水運用に高度な技術を要する・取水、配水施設が多いなど、水運用に高度な技術を要する
場合場合

2020％％・高度浄水処理方式・高度浄水処理方式

経費率経費率項項 目目

間接業務費

①安全衛生費

③旅費交通費

②通信連絡費

④法定福利費

業務の実施に必要な経費

間接業務費の構成

間接業務費の積算
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4343

①安全衛生費①安全衛生費
ア、業務を実施するうえで必要な安全管理器具（ヘルメット、酸ア、業務を実施するうえで必要な安全管理器具（ヘルメット、酸

素濃度計、硫化水素測定器、安全ロープ）等に要する費用。素濃度計、硫化水素測定器、安全ロープ）等に要する費用。
イ、定期検診、予防注射等衛生に要する費用。イ、定期検診、予防注射等衛生に要する費用。

ウ、水道法に定める健康診断に要する費用。ウ、水道法に定める健康診断に要する費用。

②通信連絡費②通信連絡費
業務を実施するうえで必要な通信連絡費（電話代、切手、はがき、銀行振業務を実施するうえで必要な通信連絡費（電話代、切手、はがき、銀行振

り込み手数料、インターネットプロバイダ費用等）り込み手数料、インターネットプロバイダ費用等）

③旅費交通費③旅費交通費
業務を実施するうえで必要な一般交通費（通勤費を除く）及び出張費。業務を実施するうえで必要な一般交通費（通勤費を除く）及び出張費。

④法定福利費④法定福利費
ア、法定福利費ア、法定福利費

業務従事者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険業務従事者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険

料、介護保険料、児童手当及び厚生年金保険料の法定事料、介護保険料、児童手当及び厚生年金保険料の法定事

業主負担額の費用。業主負担額の費用。
イ、福利厚生費イ、福利厚生費

業務従事者に係わる慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔業務従事者に係わる慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔

見舞い等福利厚生、文化活動に要する費用。見舞い等福利厚生、文化活動に要する費用。

間接業務費＝直接業務費×間接業務費率

間接業務費率＝23.6％
（法定福利費18％、その他間接業務費5.6％）

間接業務費の算定

4545

業務の管理及び企業の継続運営に必要な経費業務の管理及び企業の継続運営に必要な経費

諸経費の構成諸経費の構成

諸経費

①業務管理費

②一般管理費

諸経費の積算諸経費の積算

4646

①業務管理費①業務管理費
業務を実施するにあたって、その業務を管理するために必業務を実施するにあたって、その業務を管理するために必
要な諸費用。要な諸費用。

ア、作業員及び事務員の労務管理費ア、作業員及び事務員の労務管理費
イ、現地事務業務費イ、現地事務業務費
ウ、保険料（自動車保険、火災保険、法定外労災保険等）ウ、保険料（自動車保険、火災保険、法定外労災保険等）
エ、現地での交際費エ、現地での交際費
オ、雑費オ、雑費

②一般管理費②一般管理費
業務を実施する受託者の本店及び支店における経費。業務を実施する受託者の本店及び支店における経費。

一般管理費の内容一般管理費の内容
役員報酬、本支店従業員給与手当、退職金、本支店従業役員報酬、本支店従業員給与手当、退職金、本支店従業

員福利厚生費、本支店従業員法定福利費、修繕維持費、事員福利厚生費、本支店従業員法定福利費、修繕維持費、事
務用品費、通信連絡費、地代、家賃、動力、用水光熱費、原務用品費、通信連絡費、地代、家賃、動力、用水光熱費、原
価償却費、租税公課、保険料、広告宣伝費、交際費、寄付価償却費、租税公課、保険料、広告宣伝費、交際費、寄付
金、雑貨、調査研究費、法人税、都道府県税、株主配当金、金、雑貨、調査研究費、法人税、都道府県税、株主配当金、
役員賞与金、支払い利息、割引料、支払い保険料、その他役員賞与金、支払い利息、割引料、支払い保険料、その他
営業外費用営業外費用

諸経費は以下により算定する。
諸経費＝業務原価×諸経費率

諸経費率は、以下により算定する。
諸経費率 （Ｙ）＝（-2.57568 × logＸ ＋ 28.137） ％

Ｘ：業務原価（千円）

ただし、上下限の率は、以下のとおりである。
Ｘ≦10,000（千円）は、Ｙ＝17.83％
Ｘ≧1,000,000（千円）は、Ｙ＝12.68％

諸経費の算定

4848

外注委託費外注委託費

① 受託者が専門業者に発注する、修繕、点検、検査、清掃、
植栽などの委託費用及びその他必要な物品調達費用。

② 契約に係る事務経費及び諸経費を含み、見積もり又は
実績により積み上げ計上する。

③ 委託者が認めた場合は、受託者自らが外注委託項目を
行うことを妨げるものではない。

１）外注委託費（表2‐7に該当する業務 参照）

２）修繕工事業務費（外部委託が想定される修繕工事）
３）物品調達費（電気、燃料、水道、ガス、薬品など）

注） 修繕工事業務の積み上げは、過去実績などを踏まえ、
1件あたりの上限金額及び年間総額の基準を設定する。
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4949

消費税等相当額

消費税相当額＝業務価格×消費税等の税率

5050

第第33章章 標準歩掛り標準歩掛り

各職種の基準

第三者委託における職種の基準

運転操作監視、保全管理等の業務について必要とされる技能を伴った補助業
務を行える者及び清掃等の簡易な作業を行える者。

技能員

基礎的な技術を有し、運転操作監視、保全管理等の業務を遂行できる者。技術員

各業務の責任者で、水道浄水施設管理技士3級の有資格者又はこれと同等の技
術を有し、業務の専門職として主体的業務を行える者。

主 任

業務総括責任者の補佐及び代行ができ、浄水施設管理技士3級の有資格者又
はこれと同等の技術を有し、かつ、管理能力を有し、各業務の責任者として
的確な判断ができる者。
特別な浄水処理プロセスを有する等高度な技術が要求される場合は、水道
浄水施設管理技士2級の有資格者、又はこれと同等の技術を有することが望ま
しい。

副総括

水道法施行令第9条による資格保有者、又は業務全体の責任者で、水道浄水
施設管理技士2級の有資格者、又はこれと同等の能力を有し、総括の職務にあ
たり管理能力がある者。
特別な浄水処理プロセスを有する等高度な技術が要求される場合は、技術
士（上下水道部門）又は水道浄水施設管理技士1級の有資格者、又はこれと同
等の技術を有することが望ましい。

業務総括
責任者

職 種 の 基 準職 種

業務別職種構成比率（％）

100100100100100計

50602520－技能員

20203535－技術員

10102035－主 任

10510530副総括

10510570業務総括
責任者

事務その他技術保全管理運転操作監視水道技術管理職階の種別

業務種別

①①×②×②0.750.75技能員技能員

①①×②×②0.900.90技術員技術員

①①×②×②1.001.00主任主任

①①×②×②1.251.25副総括副総括

①①×②×②1.351.35業務総括責任者業務総括責任者

保全技師補保全技師補

労務単価労務単価

職種別労務単価職種別労務単価②補正率②補正率※※11職種職種①基準労務単価①基準労務単価

職種別労務単価基準額（単位：円／人・日）

職種別労務単価

建築保全業務の「保全技師補」の労務単価を補正して使用する。

※１．業務総括責任者及び副総括の補正率について、特別な浄水処理プ
ロセスを有する等高度な技術が要求される場合は、補正率を割り増す必
要がある。

5454

夜間勤務の労務単価の深夜割増

所定の労働時間外の作業については、割増賃金を支払う必要がある。

運転操作監視業務において、勤務時間帯が深夜時間（22時～5時）にかかる
場合、深夜割増賃金を支払う。

深夜割増賃金を夜間勤務の労務単価に平均し、付加した賃金を平均割増労務
単価とする。

平均割増労務単価＝基準額＋割増賃金×（所定労働時間／夜間勤務時間）
夜間勤務時間＝１日のうち、業務を委託する夜間勤務時間数

（夜間勤務が16時間の場合、16時間）

割増賃金＝割増基礎単価×割増係数（深夜）×割増すべき時間数

割増基礎単価＝労務単価×Ａ（円／時間）
Ａ＝労務単価に対する時間当たりの割増基礎単価の割合（％）
Ａは、国土交通省の建築保全業務労務単価２．日割基礎単価に対
する割増基礎単価の割合をいう。

割増係数（深夜）＝0.25
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5555

平成２５年度建築保全業務労務単価

１．日割基礎単価（日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の１日（８時間）当たりの単価である）

11,00011,00012,10012,10012,80012,80016,20016,20014,80014,80015,90015,900沖沖 縄縄

13,40013,40014,70014,70015,40015,40019,60019,60017,90017,90019,20019,200福福 岡岡

12,90012,90014,20014,20014,90014,90018,90018,90017,30017,30018,60018,600香香 川川

12,70012,70014,00014,00014,70014,70018,60018,60017,00017,00018,30018,300広広 島島

14,20014,20015,60015,60016,50016,50020,80020,80019,00019,00020,50020,500大大 阪阪

14,50014,50016,00016,00016,80016,80021,30021,30019,40019,40020,90020,900愛愛 知知

13,40013,40014,70014,70015,50015,50019,60019,60017,90017,90019,30019,300新新 潟潟

14,90014,90016,40016,40017,20017,20021,80021,80019,90019,90021,40021,400東東 京京

12,60012,60013,90013,90014,60014,60018,50018,50016,90016,90018,20018,200宮宮 城城

12,50012,50013,80013,80014,50014,50018,40018,40016,80016,80018,10018,100北海道北海道

補背技術員補補背技術員補保全技術員保全技術員保全技師補保全技師補保全技師保全技師ⅢⅢ保全技師保全技師ⅡⅡ保全技師保全技師ⅠⅠ

保全技師・保全技術員等日割基礎単価保全技師・保全技術員等日割基礎単価

地地 区区

２．割増基礎単価（日割基礎単価に対する割増基礎単価の割合）

9.89.89.69.69.59.59.59.59.69.69.19.1全全 国国

補背技術員補補背技術員補保全技術員保全技術員保全技師補保全技師補保全技師保全技師ⅢⅢ保全技師保全技師ⅡⅡ保全技師保全技師ⅠⅠ

保全技師・保全技術員等割増基礎単価割合保全技師・保全技術員等割増基礎単価割合

地地 区区

※割増基礎単価は、日割基礎単価に上記の割合を乗じた値とし、算出された値の単位は、円／時間とする。

5656

平均割増労務単価例

17時 9時22時 5時

基準額

割増時間

17時 9時

平均割増

労務単価

割増賃金を夜間勤務の労務
単価に平均分配

夜間勤務時間（16時間）

割増賃金＝労務単価×Ａ×割増係数（深夜）×割増すべき時間数

平均割増

労務単価

7時間

夜間勤務時間（16時間）

（Ａ＝労務単価に対する時間当たりの割増基礎単価の割合（％））

5757

水道技術管理業務

水道法に基づく業務及び水道施設の技術的要件の総合調整を
行う業務で、受託範囲の全てにおいて責任と義務を行うに必要な
費用である。

業務費の算定
ア 基準延べ人数は365人とする。
イ 職種別業務人数
職種別業務人数は、以下により算定する。
職種別業務人数（人）＝365×職種別構成比率

ウ 業務費
業務費は、以下により算定する。
水道技術管理業務費＝職種別業務人数×職種別労務単価

１．基準人数

運転操作監視業務の１勤務・１管理室あたりの基準人数は２人とす
る。ただし、浄水能力、業務量及び業務内容によりこれを調整する。

２．基準日数（委託日数）

運転操作監視業務は、年間連続して従事するものとし、原則基準
日数は３６５日/年とする。

３．業務費の積算

①年間延べ業務人数＝基準人数×基準日数×基準勤務数

②各職種別業務人数＝年間延べ業務人数×職種構成比率

③運転監視業務費＝各職種別業務人数×職種別労務単価

運転操作監視業務

5959

保全管理業務

年間の保守点検時間の算定
設備ごとの標準点検所要時間を基に、危険作業に伴う補正、
浄水場の浄水能力による補正を行い、点検時間を積み上げる。
勤務場所以外の施設の保守点検については、施設間の移動
時間を加算する。

年間の保守点検時間（分）
＝（1回当たりの保守点検時間×年間の点検回数）×補正率(b)
＋施設間の移動時間（年間）

1回当たりの保守点検時間（分）
＝設備ごとの補正点検時間（分）の合計

補正点検時間（分）＝標準点検所要時間×（１＋補正率(a)）
表3-4 標準点検所要時間 参照 6060

①危険作業

ア．悪環境における作業

(ア)消石灰、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム等の薬液と接液

する機器の点検作業、

(イ)池内及び槽内機器等の水中部分の作業、

(ウ)豪雪地帯における作業

イ．高所又は地下における作業

②錯綜場所での作業

③工程上制約のある作業

ア．設備の停電切替えを伴い、特に作業の能率が低下する場合

イ．水運用上の都合で作業時間が限定される場合

危険作業等に伴う補正（補正率（危険作業等に伴う補正（補正率（aa））））

表3-5 補正率表（危険場所等） 参照
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浄水能力による補正（補正率（b））

①浄水場の点検時間については、浄水能力に応じて補正
を行う。
②保守点検時間の合計に、補正率を乗じて算出する。
③浄水能力50,000m3/日を越える施設については、浄水
能力に応じて補正率を定める。

＊「浄水能力」とは、浄水場の有する施設の浄水可能な最大能
力をいう。

表3-6 補正率 参照

① 勤務場所以外の施設の保守点検時間の算出は、
施設間の移動時間を保守点検時間として計上する。

② 複数人により点検を行うこととする。

③ 点検経路等を考慮して、個別に積算する。
④ 1回当たりの点検箇所数や作業に必要となる人
数を考慮する。

移動時間の算出

①年間延べ業務人数
年間延べ業務人数（人）
＝年間の保守点検時間（分）÷60（分）÷（所定の労働時間(8)）

② 職種別業務人数
各職種別業務人数（人）＝ 年間延べ業務人数（人）×職種別構成比率

③ 保守点検業務費
保守点検業務費＝ 各職種別構成人数 × 職種別労務単価

業務費の積算

6464

その他技術業務

業務の内容に基づき設定した、基準人数及び基準日数から算出される年間延べ
人数と職種構成比率より、職種別業務人数を求め、これに職種別労務単価を乗じ
て積算する。
（１） 基準人数

基準人数は、当該浄水場において委託する業務の内容を考慮して定める。
（２） 基準日数

基準日数は、業務の内容に応じて実作業日数を計上する。
（３） 業務費の算定

ア 年間延べ業務人数
年間延べ業務人数（人）＝基準人数×基準日数（実作業日数）

イ 職種別業務人数
職種別業務人数（人）＝年間延べ業務人数×職種別構成比率

ウ 業務費
その他技術業務費＝（職種別業務人数×職種別労務単価）＋積上げ費
積上げ費は、見積もり又は実績により積み上げる

6565

事務業務

業務の内容に基づき設定した、基準人数及び基準日数から算出される年間延
べ人数と職種構成比率より、職種別業務人数を求め、これに職種別労務単価を
乗じて積算する。
(1)  基準人数

事務業務の基準人数は、当該浄水場において委託する業務の内容を
考慮して必要な人数を定める。
事務業務の内容は、各事業体の外注委託契約行為の有無等により基
準人数を定める。

(2)  基準日数
業務の内容に応じて実作業日数を計上する。

(3)  業務費の算定
ア 年間延べ業務人数
年間延べ業務人数（人）＝基準人数×基準日数（実作業日数）

イ 職種別業務人数
職種別業務人数（人）＝年間延べ業務人数×職種別構成比率

ウ 業務費
事務業務費＝職種別業務人数×職種別労務単価

6666

外注委託費は、見積もり又は実績等により積み上げる。
外注委託料の額は、物価変動等に合わせて変更できる。

外注委託

外注委託費に物品費を見込む場合

委託者

受託者

物品納入者

外注委託費の物品費と
して計上

要求水準書又は性能
仕様書に記載

契約（電力、薬品、通信など）

（単価契約、従量契約、通信契約）

納入（毎月、随時）

請
求

支
払
い

物品費と請求金に差が生
じた場合の対応
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6767

委託費の見直し

複数年契約の場合、物価変動等の調整を行うことができる。
調整は、物価指数等に基づく。

算出根拠となる指標、算出方法
①各費用が主として人件費により構成されているもの

毎月勤労統計調査結果速報（厚生労働省）、若しくは産業別名目賃金指数（総務省）

②各費用が主として物件費により構成されているもの

物価指数月報（日本銀行）、若しくは国内企業物価指数（日本銀行）

6868

浄水場、ポンプ場等の運転管理業務・保全
管理業務を「性能発注」により民間等の第三者
に法的責任を伴う包括委託する場合に適用す
る発注書類として、標準的な

「水道施設管理業務委託契約書（例）」

「水道施設管理業務委託要求水準書（例）」

「水道施設管理業務委託性能仕様書（例）」

を定めた。

6969

第４章第４章 水道施設管理業務委託契約書（例）水道施設管理業務委託契約書（例）

委託業務について、委託者委託業務について、委託者 と受託者と受託者 は、社会は、社会

的重要性を認識したうえ、各々対等な立場における的重要性を認識したうえ、各々対等な立場における
合意に基づいて、別紙の業務委託契約約款により合意に基づいて、別紙の業務委託契約約款により
委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
するものとする。するものとする。

7070

第５章 水道施設管理業務委託要求水準書（例）水道施設管理業務委託要求水準書（例）

業務委託要求水準書は、水道施設の管理業務を実
施する上で、満たすべき本業務実施にかかる業務の
水準を定めるものであり、受託者が具体的な実施方法
などを提案する上での指針となる。

7171

第６章第６章 水道施設管理業務委託性能仕様書（例）水道施設管理業務委託性能仕様書（例）

業務委託性能仕様書は、委託者が管理する取
水施設、浄水場及び配水施設等の運転管理を円
滑に行い、浄配水施設等の機能を十分に発揮し、
水道施設の適正な運営を図るため、浄配水施設
等運転管理業務委託に係る性能仕様を定める。

7272

第７章第７章 参考資料参考資料
浄水場等の運転操作監視業務、保全管理業務等を浄水場等の運転操作監視業務、保全管理業務等を
法的な責任を伴う業務委託をする場合の積算を５例法的な責任を伴う業務委託をする場合の積算を５例
示した。示した。

１．浄水場等の運転監視業務（24時間）及び
保全管理業務（日常・定期点検）を委託

２．浄水場等の運転監視業務（２４時間）、保全管

理業務（日常点検、定期点検）及び外注委託を
含む委託

３．異なる水源ごとに,浄水場等の運転監視業務（２４時間）、
保全管理業務（日常点検、定期点検）及び外注委託を
含む委託を３例
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【積算例１】

浄水場等の運転操作監視業務（24時間委託）及び保全管理
業務（日常・定期点検）を委託

(1)水道技術管理業務 ３６５日／年
(2)運転操作監視業務

・勤務日数 365日／年
・勤務時間 24時間（365日／年）、
・監視対象施設 浄水場（浄水処理能力30,000 m3/日）及び

場外配水場 3箇所（浄水場から遠隔操作を行う）
(3)保全管理業務

・浄水場 日常点検 1回／日（365回／年）
定期点検 1回／月（12回／年）

・場外配水場（3箇所） 日常点検 1回／週（52回／年）

定期点検 1回／月（12回／年）
・移動時間 浄水場～配水場までの移動時間はそれぞれ片道30分

(4)その他技術業務 ２人、２４２日
(5)事務業務 １人、２４２日
(6)外注委託 なし
(7)その他 なし

職種別労務単価算出表（単位：円／人・日）

基準労務単価は建築保全技師補の単価により算出する。
表の単価は平成25年度 東京の労務単価17,200を例示した。

12,9000.75技能員

15,4000.90技術員

17,2001.00主任

21,5001.25副総括

23,2001.35業務総括責任者

17,200

③職種別労務単価
③＝①×②

②補正率職種①基準労務単価

平均割増労務単価算出表（単位：円／人・日）

13,90012,900技能員

16,600
15,400技術員

18,600
17,200主任

23,200
21,500副総括

25,100

1.083

23,200業務総括責任者

⑤平均割増労務単価
⑤＝③×④④補正率③職種別労務単価職種

平均割増補正単価＝基準額×（1＋0.095×0.25×7×8／16）＝基準額×1.083 7676

（１）水道技術管理業務費の算定（１）水道技術管理業務費の算定

直接業務費の算定

364100計

－－技能員

－－技術員

－－主任

10930副総括

25570業務総括責任者

365
水道技術
管理業務

③業務人数（人）
③＝①×②

②比率（％）職種

職種別業務人数
①年間延べ
業務人数（人）

区分

１）年間延べ業務人数 ３６５人

２）職種別業務人数

３）水道技術管理業務費

8,259,500364人数計

－12,900－技能員

－15,400－技術員

－17,200－主任

2,343,50021,500109副総括

5,916,00023,200
255業務総括責任者

水道技術管
理業務費

⑤業務費
⑤＝③×④

④職種別労務単価
（円）

③業務人数
（人）

職種

職種別業務人数

区分

第１号代価表

7878

（２）運転操作監視業務の算定
１）年間延べ業務人数 昼間７３０人、夜間 １，４６０人

２）職種別業務人数

728100計

14620技能員

25535技術員

25535主任

365副総括

365業務総括責任者

730
運転操作監視
（昼間）

③業務人数（人）
③＝①×②

②比率（％）職種

職種別業務人数
①年間延べ
業務人数（人）

区分

1,460100計

29220技能員

51135技術員

51135主任

735副総括

735業務総括責任者

1,460
運転操作監視
（夜間）

③業務人数（人）
③=①×②

②比率（％）職種

職種別業務人数
①年間延べ
業務人数（人）

区分
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7979

３）運転操作監視業務費

11,805,600728計

1,883,40012,900146技能員

3,927,00015,400255技術員

4,386,00017,200255主任

774,00021,50036副総括

835,20023,20036業務総括責任者

運転操作
監視業務費
（昼間）

⑤業務費(円)
⑤=③×④

④職種別労務単価
（円）

③業務人数
（人）

職種

職種別業務費

区分

第２号代価表（昼間）

8080

25,571,9001,460計

4,058,80013,900292技能員

8,482,60016,600511技術員

9,504,60018,600511主任

1,693,60023,20073副総括

1,832,30025,10073業務総括責任者

運転操作
監視業務費
（夜間）

⑤業務費(円)
⑤=③×④

④職種別労務単価
（円）

③業務人数
（人）

職種

職種別業務費

区分

第２号代価表（夜間）

8181

（３）保全管理業務

１）年間の保守点検時間の算出

年間の保守点検時間

＝（ ア 浄水場の年間の日常点検保守時間の計

＋イ 浄水場の年間の定期点検保守時間の計）

×補正率

＋（ウ 配水場3箇所の年間の日常点検保守時間の計

＋エ 配水場3箇所の年間の定期点検保守時間の計）

＋オ 移動時間

170170計計

66苛性ソーダ注入設備苛性ソーダ注入設備99遠方監視装置遠方監視装置

99凝集剤注入設備凝集剤注入設備1212計装設備計装設備

1010
次亜塩素酸ナトリウム注入次亜塩素酸ナトリウム注入
設備設備

77データ処理装置データ処理装置

1010排泥処理設備排泥処理設備88監視制御装置監視制御装置

88排水･排泥設備排水･排泥設備77無停電電源設備無停電電源設備

1212急速ろ過設備急速ろ過設備88直流電源設備直流電源設備

1313沈澱池設備沈澱池設備88自家用発電設備（高圧）自家用発電設備（高圧）

1010ポンプ設備ポンプ設備1111配電設備配電設備

1212取水設備取水設備1010受変電設備受変電設備

標準点検標準点検
時間（分）時間（分）

設備区分設備区分
標準点検標準点検
時間（分）時間（分）

設備区分設備区分

ア 浄水場の年間の日常点検保守時間の計
＝点検回数×標準点検時間の合計
＝365（回／年）×170（分）＝62,050（分）・・・・・・（ア）

8383

イ 浄水場の年間の定期点検保守時間の計

（イ） 16,746―――計

1,296（悪環境）0.290苛性ソーダ注入設備

1,296（悪環境）0.290凝集剤注入設備

1,008（悪環境）0.270
次亜塩素酸ナトリウム注入

設備

96080排泥処理設備

1,02085排水･排泥設備

1,320110急速ろ過設備

1,980165沈澱池設備

1,380115ポンプ設備

66055取水設備

60050遠方監視装置

1,326（錯綜箇所）0.385計装設備

36030データ処理装置

84070監視制御装置

24020無停電電源設備

48040直流電源設備

54045
自家用発電設備
（高圧）

66055配電設備

780―65

12

受変電設備

④点検時間（分）
④=①×②×(1+③)

③補正率(a)
②標準点検時間
（分）

①点検回数
（回／年）

設備区分

9393計計

1010
次亜塩素酸ナトリ次亜塩素酸ナトリ

ウム注入設備ウム注入設備
77無停電電源設備無停電電源設備

1010ポンプ設備ポンプ設備88直流電源設備直流電源設備

99遠方監視装置遠方監視装置88
自家用発電設備自家用発電設備
（高圧）（高圧）

1212計装設備計装設備1111配電設備配電設備

88監視制御装置監視制御装置1010受変電設備受変電設備

標準点検標準点検
時間（分）時間（分）

設備区分設備区分
標準点検標準点検
時間（分）時間（分）

設備区分設備区分

日常点検（配水場1箇所当たり）の標準時間一覧表

ウ 配水場3箇所の年間の日常点検保守時間の計
＝点検回数×標準点検時間の合計×箇所数
＝５４（回／年）×９３（分）×３（箇所）＝１４，５０８（分）・・・・・・・（ウ）
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((エエ) 22,644) 22,644――――――計計

3,0243,024（悪環境）（悪環境）0.20.27070
次亜塩素酸ナトリ次亜塩素酸ナトリ
ウム注入設備ウム注入設備

4,1404,140115115ポンプ設備ポンプ設備

1,8001,8005050遠方監視装置遠方監視装置

3,0603,0608585計装設備計装設備

2,5202,5207070監視制御装置監視制御装置

7207202020無停電電源設備無停電電源設備

1,4401,4404040直流電源設備直流電源設備

1,6201,6204545
自家用発電設備自家用発電設備
（高圧）（高圧）

1,9801,9805555配電設備配電設備

2,3402,340――6565

3636

（（1212回回//年年
××33箇所）箇所）

受変電設備受変電設備

①①×②××②×(1+(1+③③))
点検時間（分）点検時間（分）

③補正率③補正率(a)(a)
②標準点検時②標準点検時

間間
（分）（分）

①点検回数①点検回数
（回／年）（回／年）

設備区分設備区分

エ 配水場3箇所の年間の定期点検保守時間の計

142,642――計

23,040―（オ）23,040移動時間

22,644―(エ) 22,644定期点検（配水場）

14,508―(ウ) 14,508日常点検（配水場）

17,9181.07(イ) 16,746定期点検（浄水場）

64,5321.04(ア) 62,050日常点検（浄水場）

①×②
点検時間（分）

②補正率(b)
①点検又は移動

時間
区分

浄水能力による補正の算出表

オ 移動時間

＝点検回数×移動時間×点検箇所×点検所要人数

＝（52回／年＋１２回／年）×（３０分×２）×３箇所×２人

＝２３，０４０（分）・・・・・・（オ）

295295――人数計人数計

74742525技能員技能員

1041043535技術員技術員

59592020主任主任

29291010副総括副総括

29291010業務総括責業務総括責
任者任者

297.17297.17
保全管理保全管理
業務業務

③＝①③＝①×②×②
業務人数（人）業務人数（人）

②比率②比率
（％）（％）

職種職種

職種別業務人数職種別業務人数
①年間延べ①年間延べ
業務人数（人業務人数（人））

区分区分

職種別業務人数算出表

２）職種別業務人数の算出

年間延べ業務人数＝年間保守点検時間（分／年）÷６０（分）÷所定の労働時間

＝１４２，６４２（分）÷６０（分）÷８（時間）

＝２９７．１７（人／年）

8888

３）保全管理業務費

4,867,300295計

954,60012,90074技能員

1,601,60015,400104技術員

1,014,80017,20059主任

623,50021,50029副総括

672,80023,20029業務総括責任者

保全管理業
務費

⑤業務費（円）
⑤＝③×④

④職種別労務単
価

（円）

③業務人数
（人）

職種

職種別業務人数

区分

第３号代価表

8989

（４）その他技術業務費の算定

１） 年間延べ業務人数
年間延べ業務人数＝基準人数×基準日数」（実作業日数）
その他技術の管理業務として、2人で、通常勤務日数242日（365－休祭日年末

年始日数）の出勤を標準勤務日数とする。
＝2×242＝４８４人

２） 職種別業務人数
職種別業務人数＝年間延べ業務人数×職種別構成比率

9090

482100人数計

29060技能員

9620技術員

4810主任

245副総括

245業務総括責任者

484その他技術業
務

③業務人数（人）
③＝①×②

②比率（％）職種

職種別業務人数
①年間延べ
業務人数（人）

区分

7,117,800
482計

3,741,00012,900290技能員

1,478,40015,40096技術員

825,60017,20048主任

516,00021,50024副総括

556,80023,20024業務総括責任者

その他技術業
務費

⑤業務費
⑤＝③×④

④職種別労務単価
（円）

③業務人数
（人）

職種

職種別業務人数

区分

職種別業務人数

第４号代価表
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9191

（５）事務業務費の算定
１） 年間延べ業務人数
年間延べ業務人数＝基準人数×基準日数」（実作業日数）

事務職1人で、通常勤務日数242日（365－休祭日年末年始日数）
＝1×242＝242人

241100人数計

12150技能員

4820技術員

2410主任

2410副総括

2410業務総括責任
者

242事務業務

③＝①×②
業務人数（人）

②比率（％）職種

職種別業務人数
①年間延べ
業務人数（人）

区分

職種別業務人数算出表

9292

3,785,700241計

1,560,90012,900121技能員

739,20015,40048技術員

412,80017,20024主任

516,00021,50024副総括

556,80023,200
24業務総括責

任者

事務業務
費

⑤業務費
⑤＝③×④

④職種別労務
単価
（円）

③業務人
数

（人）

職種

職種別業務人数

区分

第５号代価表

9393

３ 経費率

（１）直接経費率＝4.0％
（２）技術経費率＝18.0％
運転技術費に係る率＝15％
技術維持向上費に係る率＝3％

（３）間接業務費率＝23.6％
（４）諸経費率＝（-2.57568 × logＸ ＋ 28.137）％
ここで、Ｘ＝業務原価89,408（千円）（別紙内訳書より）
よって、諸経費率＝（-2.57568 × log89,408 ＋ 28.137）

＝（-2.57568 × 4.95137 ＋ 28.137）
＝15.38％

※諸経費率の端数処理は表1-1による。

４ 消費税等の税率＝5.0％

代価表及び内訳書

108,307,500
業 務
委託費計

消費税率5％5,157,5001式
消費税等
相当額

（端数処理）103,150,000

103,158,000業務価格

諸経費率
15.38％

13,750,0001式諸 経 費

89,408,000業務原価

61,407,000
×23.6％

14,492,0001式
間 接
業務費

61,407,000
×18％

11,053,0001式技術経費

61,407,000
×4％

2,456,0001式直接経費

（端数処理）61,407,000
直 接
業務費計

61,407,800小計

第5号代価表3,785,7001式事務業務費

第4号代価表7,117,8001式
その他技術
業務費

第3号代価表4,867,3001式
保全管理
業務費

第2号代価表37,377,5001式
運転操作監視
業務費

第1号代価表8,259,5001式水道技術管理業務費

直 接
業務費

業 務
委託費

摘 要金 額単価数 量
単
位

細 別種 別工 種費 目

業務委託費内訳書

水道施設管理業務水道施設管理業務のの評価評価

9696

水道施設管理業務評価マニュアル案水道施設管理業務評価マニュアル案の構成の構成

第1部 総説

１．１ 業務評価マニュアル作成の経緯
１．２ 水道施設管理業務委託の評価
第2部 水道施設管理業務評価マニュアル案

２．１ 委託業務評価の構成
２．２ 各構成要素の内容
２．３ 月間業務評価
２．４ 業務内容評価
２．５ 改善提案評価
２．６ 罰則評価
２．７ 優秀評価

２．８ 総合評価
第3部 資料

３．１ 評価例
３．２ 各種様式
３．３ 関係法令
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9797

水道施設管理業務評価マニュアル（案）水道施設管理業務評価マニュアル（案）
作成の背景作成の背景

熟練技術職員の大量退職

経営の効率化による職員数の減少 技術力の低下の低下

老朽化施設の更新時期
水需要の増加が見込めない

技術的課題

経営的課題

厳しい経営状況

9898

技術的・経営的課題に対処

浄水場の運転管理などの技術的業務を外部に委託浄水場の運転管理などの技術的業務を外部に委託
する事業者する事業者のの増加増加

受託者の業務執行状況を把握受託者の業務執行状況を把握

業務内容を適切に評価業務内容を適切に評価

評価方法が確立されて評価方法が確立されていないいない
共通化した基準が存在しない共通化した基準が存在しない

透明性の確保
水需要者に広く公開

委託先を適切に評価する基準委託先を適切に評価する基準

評価制度等の整備評価制度等の整備

適切に受託者の評価適切に受託者の評価

がなされていないがなされていない

9999

受託者の業務内容を評価するための受託者の業務内容を評価するための

基準や評価制度などについて検討基準や評価制度などについて検討

平成平成2323年度年度「水道施設管理業務検討専門委員「水道施設管理業務検討専門委員

会」を設置会」を設置

東京大学滝澤委員長をはじめとする事業体委員東京大学滝澤委員長をはじめとする事業体委員
８名とオブザーバ４名で構成８名とオブザーバ４名で構成

アンケートによる現状と課題の整理アンケートによる現状と課題の整理

水道施設管理業務評価マニュアル（案）の作成水道施設管理業務評価マニュアル（案）の作成

認証制度、評価制度は認証制度、評価制度は2525年末目途に引き続き検討年末目途に引き続き検討
100100

水道施設管理業務評価マニュアル水道施設管理業務評価マニュアル

（案）（案）

法的法的第三者委託第三者委託の性能発注の性能発注により、受託者により、受託者
の技術レベルやノウハウを十分に発揮の技術レベルやノウハウを十分に発揮できでき
る裁量範囲を拡大る裁量範囲を拡大し、受託者の発揮されたし、受託者の発揮された
能力を適正に評価し、更なる改善につなげ能力を適正に評価し、更なる改善につなげ
る。る。

目的

101101

水道事業体自らが評価水道事業体自らが評価

透明性の確保透明性の確保

説明責任説明責任

受託事業者自らが評価受託事業者自らが評価

業務遂行の改善業務遂行の改善

第三者機関が評価第三者機関が評価

公平性の確保公平性の確保

効果

102102

評価対象業務評価対象業務

浄水処理能力浄水処理能力55０，０００ｍ０，０００ｍ３３//日程度以下の中小日程度以下の中小

規模水道事業規模水道事業

性能発注による法的第三者の包括委託業務性能発注による法的第三者の包括委託業務
（ただし、一部業務委託についての評価に用いることを妨げるものではない。）（ただし、一部業務委託についての評価に用いることを妨げるものではない。）

取水所、浄水場、配水池、ポンプ場、給水所等取水所、浄水場、配水池、ポンプ場、給水所等

運転監視業務と日常点検・巡視、定期点検・巡視、運転監視業務と日常点検・巡視、定期点検・巡視、
修繕、緊急時対応等の保全管理業務、専門業者修繕、緊急時対応等の保全管理業務、専門業者
による外注委託業務等による外注委託業務等

（事業体の水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）により対象とした業務）（事業体の水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）により対象とした業務）

評価内容評価内容

業務の進捗状況と内容、緊急時対応能力、施設の運業務の進捗状況と内容、緊急時対応能力、施設の運
転・管理能力、技術継承の取組、改善への取組、その他転・管理能力、技術継承の取組、改善への取組、その他
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業務評価の流れ業務評価の流れ

受託者の選定（水道事業における業務委託の手引き参照）

総合評価落札方式（一般、指名競争）または公募型プロポーザル
方式（随意契約）

契約

受託者 委託者

習熟期間

契約書、要求水準書、性能仕様書

確認
業務履行計画書

修正・承諾

作成・提出

契約

選定

期間

104104

業務実施計画書（年・月）受託者による業務実施

業務記録の保管

運転管理データ

保守管理データ

水質管理データ

安全衛生データ

教育訓練データ

その他必要なデータ

提出 要求

毎月モニタリング 月間評価

要求水準書に規定する

月間業務履行報告書

業務日誌

月間報告書

開始

準備

期間

業

務

期

間

随時

毎月

随時

105105

重大事態報告書

その他必要な報告書

改善提案 改善評価

委託業務履行検査

罰則評価

要求水準書に規定する

年間業務履行報告書

年間報告書または

業務完了報告書

終了

業

務

期

間改善履行

総合評価

引継

期間

委託完了

改善命令書の交付

改善提案書の提出

随時 報告すべき事項

発生時速やかな連絡または報告

106106

業務従事者、住民からの苦情・相談、見学者、来訪者、水道事業者
からの指示 等

その他

雨量、雨量強度、気温、気圧、風速、風向 等気象日誌

故障・異常・不具合の状況と対応等故障・不具合

保守点検記録、補修記録等保守点検日誌

〈原水・沈殿水・ろ過水・浄水等の各工程の測定記録〉
気温、水温、水位、濁度、色度、残留塩素、pH 値、臭気、味、過
マンガン酸カリウム消費量、電気伝導率、アルカリ度、アンモニア
性窒素 等

水質日誌

水位、水量、水温、薬品注入量・率、薬品貯留量、燃料使用量、受
電電力量・電圧・電流・力率、自家発電電力量 等

○○設備日誌

水位、水量、薬品注入量・率等（取水から送水まで各工程）浄水設備日誌

受電電力量・電圧・電流・力率、自家発電電力量・電圧・電流・力
率、ポンプ井水位、送水量 等

ポンプ場日誌

記載内 容（例）種類
（日報・日誌等）

月間業務履行報告書（業務日誌）

107107

業務遂行上の所見を述べる所見

業務従事者、住民からの苦情・相談、見学者、来訪者、
水道事業者からの指示 等

その他

修繕・更新の提案・要求、その他協議事項水道事業者との協議事項

使用状況の集計等薬品・燃料・電力・上水等
の使用量

故障・異常・不具合の分析・対応とその集計等設備・機器の故障・異常等

日誌の記録の集計等保守点検の記録

各設備日誌記録の集計等運転管理の記録

水質検査の実施状況と結果水質検査結果

日報・日誌の記録の一覧表水量・水質等一覧表

記載内 容（例）種類（月報等）

月間業務履行報告書（月間報告書）

108108

特記事項

総括所見総括所見

業務従事者、住民からの苦情・相談、見学者、来訪者、
水道事業者からの指示と対応等の集計等

その他

貸与品の管理状況（数量、状態 等）貸与品管理記録

修繕・更新の提案・要求、その他協議事項委託者との協議事項

使用状況の集計・分析薬品・燃料・電力・上水等
の使用量

故障・異常・不具合の分析・対応とその集計等設備・機器の故障・異常等

記録の集計保守点検の記録

記録の集計・分析運転管理の記録

水質検査の実施状況と結果・分析水質検査結果

記録の分析（グラフ、月別最大値、最小値 等）水量・水質等一覧表

記載内 容（例）種類

年間業務履行報告書（年間報告書）
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109109

委託業務評価の構成委託業務評価の構成

総合評価総合評価 月間業務評価月間業務評価

委託業務指標評価委託業務指標評価 共通項目評価共通項目評価

選択項目評価選択項目評価 体制体制

改善提案評価改善提案評価

罰則評価罰則評価

優秀評価優秀評価

安全・危機管理安全・危機管理

水質管理水質管理

運転管理運転管理

施設管理施設管理

技術力向上の取組技術力向上の取組

その他その他

110110

月間業務評価

１ 評価方法

○評価委員は、浄水場の運転管理に精通した管理職1名を含む
複数名とする。

○毎月定められた期間内に「毎月モニタリング」を行う。

○月間評価点は複数の委員の平均点とする。

○月間評価点は、評価項目を総合的に5段階評価を行う。

○月間業務評価点は月間評価点の年間平均点とする。

○月間評価点の満点は20点とする。

111111

２ 評価項目と評価基準

○運転監視業務報告
（日報、月報、毎日業務引継書）

○維持管理業務報告
（巡回点検報告、電気機械設備の保全業務報告、水質点検
業務報告）

○修繕、改修業務報告
（小修繕及び小改修の設計、契約、工事の履行状況報告）

○外注委託報告
（外注委託の設計、契約、委託業務の履行状況報告）

○調達業務報告
（薬品及び電力などの調達状況報告）

○その他業務
（業務遂行にあたっての上記以外の報告すべき事項）

112112

契約書、仕様書、要求水準書などの水準を満足
していないため改善が必要。（改善命令書を速やか
に受託者へ提示する。）

0

契約書、仕様書、要求水準書などの水準を満足
しているが、重大な注意点や早急な対応が必要な
改善点がある。

1～5

契約書、仕様書、要求水準書などの水準を満足
しているが、軽易ないくつかの注意点、改善点があ
る。

6～10

契約書、仕様書、要求水準書などの水準を満足
している。

11～15

契約書、仕様書、要求水準書等の水準を満たし、
さらに秀でた独自の創意工夫や積極的な取組が見
られた。

16～20

評価基準評価点

113113

業務内容の評価業務内容の評価

１ 評価方法

○評価委員は、浄水場の運転管理に精通した管理
職1名を含む複数名とする。
○年度終了後、定められた期間内に「委託業務履行
検査」を行う。
○業務内容評価点は複数の委員の平均点とする。
○業務内容評価点は、委託業務評価指標（CEI)を用
いて行う。
○業務内容評価点の満点は７0点とする。

114114

２ 評価項目
委託した業務の内容の評価は、委託業務評価指標ＣＥＩ

（Commissioned business Evaluation Index）を用いて
行う。
（一部業務委託においても評価指標として使用することを妨げるものではない。）

３ 評価項目の構成
委託業務評価指標ＣＥＩは、共通項目及び選択項目から構

成される。
共通項目は、委託した業務を行う施設の規模及び内容を

問わずに全て評価する項目である。
選択項目は、委託した業務を行う施設の規模及び内容に

より評価する項目で、委託者が該当する項目の選択及び新
規に評価を作成することを妨げるものではない。

評価方法、評価項目、評価時期については、可能な限り業
務開始前に受託者に明示することが必要である。
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115115

委託業務評価指標（委託業務評価指標（CEICEI))

１） CEI指標のロット番号規定

ＣＥＩ指標について、委託者自らの施設の運転、保全管
理上の重要度に応じて該当する項目の選択及び新規に
評価項目を作成することを妨げるものではないことから、
ロット番号を規定する。

ＣＥＩ―○ ○○ ○○ Ｓ

大項目 中項目 小項目 独自項目
116116

２） 評価指標による評価点の算出

業務評価の評価点は、

共通項目 ３０点、

選択項目（体制） ４点、

選択項目（安全・危機管理） ６点、

選択項目（水質管理） ４点、

選択項目（運転管理） ８点、

選択項目（施設管理） ６点、

選択項目（技術向上の取組） ６点、

選択項目（その他） ６点

合計７０点とする。

117117

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他の小
項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加を行う場合は、中項目の合計値を大項
目の評価点３０点となるように他の中項目評価点を調
整する。

３０/３０

0.000－0.500－1.000
10701
記録の作成、保存、報告

1.000107
記録の作成、保存、報告

0.000－－－1.000
10601
適正な苦情対応率

1.000106
苦情対応

0.0000.5001.0001.5002.000
10506
保全管理に係わる事故件数

0.0000.5001.0001.5002.000
10505
運転管理に係わる事故件数

0.0000.2500.5000.7501.000
10504
燃料備蓄不足

0.0000.2500.5000.7501.000
10503
機器停止

0.0000.2500.5000.7501.000
10502
通信不能

0.0000.5001.0001.5002.000
10501
連絡の不備及び遅延による支障

9.000

105
運転への支障

0.002.505.007.5010.00
10401
要求水準の適合状況

10.000104
要求水準の適合状況

0.0000.5001.0001.5002.000
10301
緊急連絡体制表の作成状況

2.000103
緊急連絡・応援体制

0.0000.3750.7501.1251.500
10204
消防設備法令点検状況

0.0000.3750.7501.1251.500
10203
自家用電気工作物の法令点検状況

0.0000.2500.5000.7501.000
10202
健康診断（法第２１条１項）等の実施及
び記録状況

0.0000.5001.0001.5002.000
10201
関係法等の遵守状況

6.000

102
関係法令等の遵守状況

0.0000.2500.5000.7501.000
10101
契約図書等に基づく書類の提出

1.000101
契約図書等に基づく書類の提出

30.000
CEI１
共通

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

共通項目

118118

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他の小項
目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の合
計値を大項目の評価点６点となるように他の中項目評価
点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
30401
緊急時の対応率

1.000
304
緊急時の対応

0.0000.2500.5000.7501.000
30301
安全パトロールの実施率

1.000
303
安全パトロールの実施

0.0000.5001.0001.5002.000
30201
研修の実施率

2.000
302
研修の実施

0.0000.5001.0001.5002.000
30101
労務災害発生件数

2.000
301
労務災害の発生

6.000

CEI３
安全・
危機
管理

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他の小項
目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の合計
値を大項目の評価点６点となるように他の中項目評価
点を調整する。

4/４０

0.0001.0002.0003.0004.000
20101
責任者の常駐率

4.000
201
責任者の常駐

4.000
CEI２
体制

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

選択項目（体制）

選択項目（安全・危機管理）

119119

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他の小
項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の合
計値を大項目の評価点4点となるように他の中項目評
価点を調整する。

４/４０

0.0000.5001.0001.5002.000
40201
薬品量

2.000
402
薬品量の管理

0.0000.5001.0001.5002.000
40101
水質管理目標達成率

2.000
401
浄水処理工程の水質試験の実施

4.000
CEI4
水質管理

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他の小項
目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の合計
値を大項目の評価点８点となるように他の中項目評価
点を調整する。

８/４０

0.0000.5001.0001.5002.000
50201
電力量の使用適性度

2.000
502
電力量の適正度

0.0000.2500.5000.7501.000
50104
受水量超過率

1.000

0.0000.5001.0001.5002.000
50103
断水時間

2.000

0.0000.5001.0001.5002.000
50102
飲用制限日数

2.000

0.0000.2500.5000.7501.000
50101
取水不適切率

1.000

501
飲用制限及び断水

8.000
CEI５
運転管理

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

選択項目（水質管理）

選択項目（運転管理）

120120

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他
の小項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の
合計値を大項目の評価点６点となるように他の中
項目評価点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
60401
施設維持管理不適切件数

1.000604
施設維持管理状況

0.000－0.500－1.000
60301
小規模修繕実施率

1.000
603
小規模修繕の実施

0.0000.500－－2.000
60201
定期修繕実施率

2.000
602
定期修繕の実施

0.0000.250－－1.000
60102
定期点検実施率

1.000

0.0000.250－－1.000
60101
日常点検実施率

1.000

601
設備点検の実施

6.000
CEI６
施設管理

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他
の小項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の
合計値を大項目の評価点６点となるように他の中
項目評価点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
70401
協働業務実施率

1.000
704
協働状況

0.0000.2500.5000.7501.000
70301
セルフモニタリング実施回数

1.000
703
セルフモニタリング実施状況

0.0000.5001.0001.5002.000
70201
マニュアル作成率

2.000
702
マニュアル作成状況

0.0000.5001.0001.5002.000
70101
資格取得率

2.000
701
資格取得状況

6.000
CEI７
技術力向
上の取組

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

選択項目（施設管理）

選択項目（技術向上の取組）
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小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるよう
に他の小項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行
う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目
の合計値を大項目の評価点４点となるよ
うに他の中項目評価点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
80601
環境配慮項目数

1.000806
環境配慮状況

0.0000.2500.5000.7501.000
80501
業務補助率

1.000805
発注者が実施する作業、工事等の

補助業務

0.0000.2500.5000.7501.000
80401
地域への貢献等

1.000
804
地域への貢献等

0.0000.2500.5000.7501.000
80301
改善提案数

1.000
803
独自に実施、提案した創意工夫

0.0000.2500.5000.7501.000
80201
見学者対応率

1.000802
見学者対応

0.0000.2500.5000.7501.000
80101
引継書類作成率

1.000
801
次期受託者への引継書類作成状況

6.000
CEI８
その他

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

選択項目（その他）

122122

評価項目の追加に伴う調整例評価項目の追加に伴う調整例

70202S 作業手順の遵守状況 追加

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他
の小項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の
合計値を大項目の評価点６点となるように他の中
項目評価点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
70401
協働業務実施率

1.000
704
協働状況

0.0000.2500.5000.7501.000
70301
セルフモニタリング実施回数

1.000
703
セルフモニタリング実施状況

0.0000.5001.0001.5002.000
70201
マニュアル作成率

2.000
702
マニュアル作成状況

0.0000.5001.0001.5002.000
70101
資格取得率

2.000
701
資格取得状況

6.000
CEI７
技術力向
上の取組

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

0.0000.2500.5000.7501.000
70202S
作業手順の遵守状況

1.000

小項目の追加または削除を行う場合は、小項目ａ欄の合計値を中項目の評価点になるように他
の小項目ａ欄の合計点を調整する。また、小項目ｂ欄以降の調整も合わせて行う。

中項目の追加または削除を行う場合は、中項目の
合計値を大項目の評価点６点となるように他の中
項目評価点を調整する。

６/４０

0.0000.2500.5000.7501.000
70401
協働業務実施率

1.000
704
協働状況

0.0000.2500.5000.7501.000
70301
セルフモニタリング実施回数

1.000
703
セルフモニタリング実施状況

0.0000.2500.5000.7501.000
70201
マニュアル作成率

1.000
702
マニュアル作成状況

0.0000.5001.0001.5002.000
70101
資格取得率

2.000
701
資格取得状況

6.000
CEI７
技術力向
上の取組

edcba小項目評価点中項目評価点大項目

123123

評価指標定義の追加評価指標定義の追加
ＣＥＩＣＥＩ--70202S70202S 作業手順の遵守状況作業手順の遵守状況

評価指標の定義評価指標の定義
作業チェックリスト活用率＝チェックリスト活用作業数／チェックリストを活用すべき作業数作業チェックリスト活用率＝チェックリスト活用作業数／チェックリストを活用すべき作業数××１００１００ （％）（％）

変数の定義変数の定義
チェックリスト活用作業数チェックリスト活用作業数
チェックリストを使用して適切に実施した作業実施数をいう。チェックリストを使用して適切に実施した作業実施数をいう。
チェックリストを活用すべき作業数チェックリストを活用すべき作業数

作業の安全実施に備えて当然活用すべきチェックリストの総数をいう。作業の安全実施に備えて当然活用すべきチェックリストの総数をいう。
定義の解説定義の解説
定期点検、電気保安点検、設備切替操作等において、作業チェックリストを事前に準備し、作業項目毎に確実に操作すること定期点検、電気保安点検、設備切替操作等において、作業チェックリストを事前に準備し、作業項目毎に確実に操作すること
は、作業を安全、確実に実施する上で重要である。は、作業を安全、確実に実施する上で重要である。
本指標は、受託者の安全作業に対する取組姿勢を評価するものである。本指標は、受託者の安全作業に対する取組姿勢を評価するものである。

留意点留意点
受電切替、定期点検、電気保安点検、設備切替操作、施工に伴う養生操作等においては、マニュアルに含まれるチェックリス受電切替、定期点検、電気保安点検、設備切替操作、施工に伴う養生操作等においては、マニュアルに含まれるチェックリス

ト及び特段の作業を実施するために作成したチェックリストを使用して、安全に作業を行ったかを評価する。ト及び特段の作業を実施するために作成したチェックリストを使用して、安全に作業を行ったかを評価する。
チェックリストを含む手順書通りに行うことが施設運用上好ましくない状況が生じた場合は、チェックリストを活用できなかったもチェックリストを含む手順書通りに行うことが施設運用上好ましくない状況が生じた場合は、チェックリストを活用できなかったも
のとしてカウントする。のとしてカウントする。

評価例評価例
チェックリスト活用可能作業数チェックリスト活用可能作業数 【】【】内は活用実績数内は活用実績数

受電切替操作（受電切替操作（ ３件／年）３件／年） 【【３３】】
月例作業月例作業 （１２件／年）（１２件／年） 差圧伝送器エア抜き作業差圧伝送器エア抜き作業【【１２１２】】・主ポンプ切替作業・主ポンプ切替作業【【１１１１】】・薬品注入設備切替作業・薬品注入設備切替作業【【１２１２】】
定期点検作業（定期点検作業（ ４件／年）４件／年） 減速機オイル交換減速機オイル交換【【３３】】・電動機ブラシ点検・電動機ブラシ点検【【４４】】

（（ ６件／年）６件／年） ろ過池水位計点検清掃作業ろ過池水位計点検清掃作業【【６６】】
電気保安点検（電気保安点検（ ３件／年）３件／年） 【【３３】】
施工対応施工対応 （（ ２件／年）２件／年） ポンプ電動弁補修工事電源操作ポンプ電動弁補修工事電源操作【【２２】】

活用活用率率 （３＋１２＋１１＋１２＋３＋４＋６＋３＋２）／（３＋１２＋１２＋１２＋４＋４＋６＋３＋２）＝９４．４％（３＋１２＋１１＋１２＋３＋４＋６＋３＋２）／（３＋１２＋１２＋１２＋４＋４＋６＋３＋２）＝９４．４％
評価評価 活用率９４．４％（活用率９４．４％（bb））

活用率活用率

70%70%未満未満
活用率活用率

80%80%未満未満
活用率活用率

90%90%未満未満
活用率活用率

100%100%未満未満
活用率活用率

100100%%

eeddccbbaa

124124

コスト縮減、リスク低減、水質改善等の改善提案
業務改善提案評価基準
複数の改善提案
提案の採用可否

０点提案を採用した場合、成果が見込めるか疑問である。

１～３点提案内容が優れており、採用した場合、成果が見込める。
（着眼点、改善手法、効果等）

３～５点提案内容が大変優れており、採用した場合、かなりの成
果が見込める。（着眼点、改善手法、効果等）

点数評価基準

０～２点業務の改善を目的とした提案が複数提出された。

業務改善提案評価基準

複数提案の加算

改善提案評価

125125

受託業務の範囲内
受託者の責任が明白
仕様書、要求水準、年間維持管理計画、水安全計画等の未履行
支障を及ぼした

０点支障が生じなかった。

１～３点社会的影響は生じなかったが浄水処理の運転等を
一時停止した。

３～５点減水・断水・濁水を生じ社会的影響を及ぼした。

点数
（－）

評価基準

罰則追加減算点

０～２点複数回の支障を生じさせた。

罰則評価基準

罰則評価

126126

受託業務の範囲及び関連した事項の全般
業務内容、緊急時対応、住民対応等
契約書、要求水準、性能仕様書に記載された以上
特に優れた事項について加点する。

０～３点契約書、要求水準、性能仕様書に記載された以上
の特に優れた事項

例： 受託者の責でない、想定外の事故に対し適切に対応し、運転に影響
を及ぼさなかったまたは、波及を極小化した。

例： 見学者対応について、当該見学者から謝辞があった。
例： 運転監視、保全管理、住民対応等について、特に優れた対応を行った
。

優秀評価

優秀評価加点
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総合評価

総合評価点は、月間業務評価２０点、業務評価の共通項目評価３０点、
選択項目評価４０点、改善提案評価７点、優秀評価３点の１００点満点、
罰則評価がある場合は減算する。

３優秀評価

（－）７罰則評価

７改善提案評価

４０選択項目評価

３０共通項目評価業務評価

２０月間業務評価総合評価
（１００点満点）

点数評価

128128

年間業務評価を判定年間業務評価を判定

業務履行計画書に基づく業務内容を満
たしているが業務改善が必要。

６０点未満Ｂ

業務履行計画書に基づく業務内容を満
たしており、健全な運転管理、施設管理、業
務運営が行われている。

７０点未満６０点以上Ａ

業務履行計画書に基づく業務内容を満
たしており、受託者の技術力、企画力が活
かされた優秀な業務運営が行われている。

８０点未満７０点以上ＡＡ

業務評価の最高水準で、受託者の技術
力、企画力が活かされた非常に優秀な業
務運営が行われている。

８０点以上ＡＡＡ

内容評価点ランク

129129

認証制度と評価制度認証制度と評価制度
施設管理業務の課題と対応策

課題
１ 安心して委託できる 事業者の選定の判断材料が乏しい。
２ 業務の評価方法が確立されていないため、継続し随意契約す
る場合等に説得力が不十分。

対応策
１ 事業者の業務遂行体制等の審査を行い登録する事業者認証制度

（管理能力と業務能力等の評価行う）
２ 第三者による、実施中の委託業務の評価制度

（評価基準として委託業務評価マニュアル等の策定）

認証制度及び評価制度を、25年末を目途に検討
130130

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

本日の説明会が、水道事業の継続的経営、技術継承本日の説明会が、水道事業の継続的経営、技術継承
等の未来へつなぐ水道の少しでもお役に立つことがあれ等の未来へつなぐ水道の少しでもお役に立つことがあれ
ば幸いです。ば幸いです。
また、水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）、また、水道施設管理業務第三者委託積算要領（案）、

水道施設管理業務評価マニュアル（案）は、今後も改訂水道施設管理業務評価マニュアル（案）は、今後も改訂
することとなりますので、ご意見等を寄せていただけれすることとなりますので、ご意見等を寄せていただけれ
ば幸いです。ば幸いです。

２０１３年７月２０１３年７月
公益社団法人日本水道協会公益社団法人日本水道協会

工務部工務部 吉田吉田

131131

日本水道協会の日本水道協会の
主な技術系刊行物紹介主な技術系刊行物紹介

JWWA 132132

はじめての水道設備
～水道設備研修用テキスト～

� 水道事業に携わる新人・若手（経験年数が１～３年以
内）の研修テキスト本として発刊

� ３部構成からなり、第１章は事務系職員や技術系職員
（土木・設備等）を対象として、水道施設の概要、構成
等についてやさしく記述

� 第２章は設備系技術職員を対象とした施設構造や保
守管理での必要事項を詳述

� 第３章は本書を活用した研修講師用資料として、研修
カリキュラムと研修パワーポイントを用意

� 図・表・写真を豊富に用いて、図解で分かりやすく解説

� 本書の各章及び各節に一口メモ、用語集、Q&Aを記
載し、大事なポイントを簡潔にまとめた

JWWA
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水道施設維持管理等業務委託積算要領案水道施設維持管理等業務委託積算要領案
－－浄水場等運転管理業務編浄水場等運転管理業務編－－

・詳細な・詳細な実態調査を実態調査をもともとに作成に作成

・中小規模の水道事業体・中小規模の水道事業体が対象が対象

（浄水能力（浄水能力50,000m3/50,000m3/日以下）日以下）

・・標準仕様書（例）や積算例など標準仕様書（例）や積算例など

の豊富な事例を収録の豊富な事例を収録

JWWA

水道施設維持管理等業務委託積算要領案

－浄水場等運転管理業務編－

平成２２年３月

社団法人 日本 水 道協 会

○○運転管理委託の標準的な積算要領運転管理委託の標準的な積算要領

134134

水道施設管理業務第三者委託積算要領案
－浄水場等運転・保全管理業務編－

� 中小規模の水道事業者（浄水能力50,000m3/日程度以
下）を対象とした、性能発注による法的第三者委託の
運転管理業務及び保全管理業務の標準的な積算方
法のガイドライン

� 豊富な事例収録により分かりやすい内容とした

・契約書（例）

・契約約款（例）

・要求水準書（例）

・性能仕様書（例）

・積算例

JWWA

135135

水道施設における水道施設における

広域的設備管理マニュアル広域的設備管理マニュアル

JWWA

水道施設における

広域的設備管理マニュアル

2 0 1 １

社団法人日 本 水 道 協 会

広域監視制御システムの導入広域監視制御システムの導入

運転・保全管理体制の構築運転・保全管理体制の構築

危機管理体制の確立危機管理体制の確立

広域化事例広域化事例

広域に分散した施設の集中管理広域に分散した施設の集中管理

を進める際の手順、留意点、具体を進める際の手順、留意点、具体

例などを例などをまとめたまとめた実務マニュアル実務マニュアル

136136

水道施設における水道施設における

エネルギー対策の実際エネルギー対策の実際

水道事業体における省エネ・新水道事業体における省エネ・新
エネ対策の推進を目的エネ対策の推進を目的

チェックリストにより省エネ・新エチェックリストにより省エネ・新エ
ネ対策の取組状況を把握でき、ネ対策の取組状況を把握でき、
取組状況に合わせた対策の進取組状況に合わせた対策の進
め方を解説め方を解説

水道事業体での対策事例を掲載水道事業体での対策事例を掲載
（７６事例）（７６事例）

137137

水道施設設計指針2012

�関係法令の改正等に対応

�水道ビジョンなど国の施策を反映

�新技術などの新たな知見

�東日本大震災における水道施設の
被害を踏まえた記述

�読みやすさ、使いやすさへの配慮

JWWA 138138

指定給水装置工事事業者
研修テキスト2013
� 給水装置に関連する水道法や指定給水装置工事事
業者制度について分かりやすい記載とした

� 厚生労働省からの給水装置に関する最新の行政情報
を網羅した

� 改訂された水道施設設計指針2012の内容を踏まえ、
給水装置に関する最新の技術情報に関する記述を充
実した

� クロスコネクション等の事故防止に対し、さらなる啓発
を図るため、事故事例を見直し、最新の事故事例を追
加した

� 近年、給水装置工事に関するトラブルや悪質商法など
の被害が増加していることを踏まえ、給水装置工事に
関する信頼性の向上についての記述を充実した

JWWA
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�� 事故防止と水道技術やノウハウの事故防止と水道技術やノウハウの

継承が目的継承が目的

�� 実際に水道事業体で発生した事故実際に水道事業体で発生した事故
402402事例を掲載（収集事例数事例を掲載（収集事例数665665件）件）

�� 事故が発生した原因から影響（結事故が発生した原因から影響（結
果）をフローで分かり易く整理果）をフローで分かり易く整理

�� 事故の再発防止の観点からの教訓事故の再発防止の観点からの教訓

を記述を記述

上水道の事故事例集
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